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大分県立高等学校学則の一部改正の概要 

 

１ 規則の概要 

  県立高等学校の運営に関して必要な事項（学校の名称、位置等）を定めるもの 

 

２ 改正理由 

  県立高等学校の学科改編に伴い、募集停止をしていた県立情報科学高等学校の「情報電   

子科」、「情報管理科」及び「情報経営科」並びに県立津久見高等学校の「会計システム

科」及び「総合ビジネス科」に在籍する生徒が、令和６年度末で卒業するに当たり、当該学

科を廃止するとともに、その他所要の改正を行うもの 

 
３ 改正内容 

 ⑴ 学科の廃止に伴い、別表を改正する。（規則別表関係） 

学 校 名 廃 止 学 科 備 考 
 

大分県立情報科学高等学校 
 

情 報 電 子 科 
情 報 管 理 科 
情 報 経 営 科 

募集停止以前に左記学科に

入学した生徒が、令和６年度末

をもって卒業するため 
大分県立津久見高等学校 会 計 シ ス テ ム 科 

総 合 ビ ジ ネ ス 科 

 ⑵ 出席停止に係る規定について、「伝染病」を「感染症」に改める。（規則第２６条関係） 
 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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